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(57)【要約】
　積層物からラベルを分配するための補充可能なラベル
ディスペンサは、底部と、底部に対して間隔を開けて重
なる関係で底部の対向する両端から延出する弾性変形可
能な１対の翼部とを含み、それにより、概ね平らなＣ形
状のディスペンサ構成を形成する。ディスペンサ内のラ
ベルがなくなったときは、翼を弾性に撓めて、ディスペ
ンサに新しいラベルの積層物を収容することが可能であ
る。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスペンサの内部に配置された積層物から個々のシートを分配するための、概ね平ら
なＣ形の形態を有する再補充可能なシートディスペンサであって、
　（ａ）離間した端を有する概ね平面の底部と、
　（ｂ）弾性変形可能な１対の翼部と、
　（ｃ）セルフスティックラベルの積層物とを備え、
　前記翼部はそれぞれ、対応する底部の離間した端からもう一方の翼部の方へ、前記底部
に対して間隔を開けて重なる関係で延出し、それにより、シートの積層物を前記翼部と前
記底部との間に収容することを可能にし、前記翼部のそれぞれは、もう一方の翼部の端縁
に対向して間隔を開けて配置された端縁を有し、それにより、それらの間に開口部を画定
し、前記開口部を通してシートが分配されるにつれて、それぞれの翼部は交互に前記底部
から旋回して離れるように促され、更にそれによって、前記シートの積層物がなくなった
ときに、前記翼部を弾性に撓めて、新しい積層物を前記ディスペンサ内に収容することを
可能にし、
　前記ラベルはそれぞれ、第１の主面及び第２の主面を有するシートと、前記第２の主面
の少なくとも一部分にある接着剤層とを備え、前記ラベルは、それぞれツメ部分とラベル
部分とを有し、前記ラベルが、連続ラベルの前記ツメ部分が前記積層物の交互の側に配置
されるように交互の配向で配列され、
　前記ラベル及び前記翼が、前記開口部から延出するラベルを除く、それぞれのラベルの
前記ツメ部分が翼によってほぼ覆われるように構成される、シートディスペンサ。
【請求項２】
　前記底部と前記翼部とが、概ね均一の厚さを有するプラスチックフィルムで一体形成さ
れる、請求項１に記載のディスペンサ。
【請求項３】
　前記底部と前記翼部のそれぞれとの間に配置される、前記底部及び前記翼部のそれぞれ
の厚さ未満の厚さを有する接続部分を更に含み、それにより、前記プラスチックフィルム
が容易に屈曲して前記ディスペンサを形成する、請求項２に記載のディスペンサ。
【請求項４】
　前記翼部のそれぞれが透明材料から形成され、それにより、前記翼部と前記底部との間
に収容された前記シートを前記翼部を通して見ることを可能にする、請求項１に記載のデ
ィスペンサ。
【請求項５】
　前記シートの積層物が、前記底部に対して固定された最下位のシートを含む、請求項１
に記載のディスペンサ。
【請求項６】
　前記ディスペンサを支持構造物に装着することを可能にするように配置されたクリップ
を更に含む、請求項１に記載のディスペンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、２００９年４月６日に出願された米国特許仮出願第６１／１６７，０４８号の
優先権を主張する。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、再分離可能な接着ラベルを供給するためのディスペンサに関する。
【背景技術】
【０００３】
　米国特許第５，７６９，２７０号（Ｆｕｊｉｓａｗａら）は、ディスペンサの内部に配
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置された積層物から個々のシートを分配するための、概ね平らなＣ形の形態を有するディ
スペンサを開示している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、接着剤が裏付けされたラベル（すなわち、「セルフスティックラベル」とも
呼ばれるもの）を、そのようなラベルの積層物から個々に分配するためのディスペンサを
提供し、また、そのようなディスペンサを用いてラベルを分配する方法も提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　それぞれのラベルは、第１の主面及び第２の主面を有するシートと、第２の主面の少な
くとも一部分にある接着剤層とを備え、それぞれのラベルはツメ部分とラベル部分とを有
し、それらのラベルは、連続ラベルのツメ部分が積層物の交互の側に配置されるように交
互の配向で積層物に配列される。
【０００６】
　使用の際は、最上位のラベルのツメ部分を持ち上げるか引いて、下位のラベルの第１の
主面から接着剤が分離するようにして最上位のラベルを取り外し、基材上の所望の位置に
配置し、接着剤で接着させる。次いで、脆弱分離線に沿ってツメ部分をラベル部分から分
離し、取り外す。
【０００７】
　本発明のディスペンサは、選択された用途のための様々な所望の構成で作製することが
できる。
【０００８】
　本発明について、図面を参照して更に説明することにする。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明によるラベルパッドの一実施形態の一部分の断面図。
【図２】本発明によるディスペンサ及びラベルパッドの断面図。
【００１０】
　これらの図は一定の縮尺ではなく、また、単に説明のためのものであって非限定的なも
のである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の説明を進める前に、付属の全ての図において同様の部分は同様の参照番号によ
って指定されることに留意されたい。
【００１２】
　ラベル
　一実施形態では、本発明で使用されるラベルのパッド積層物は、複数のライナーなしラ
ベルの積層物を含み、それぞれのラベルは第１及び第２の主面を有するシートと、シート
の第２の主面をほぼ完全に接着剤で覆うのでなく、一部分を覆う接着剤層とを備え、ラベ
ルは積層物として配置され、それぞれのラベルの接着剤は、積層物内のその下位のシート
の第１の主面と係合している。それぞれのシートはラベル部分とツメ部分とを備え、通常
、ラベル部分の第２の主面はほぼ完全に接着剤で覆われ、ツメ部分の第２の主面は、接着
剤を有する場合、ごくわずかに有する。ラベル部分とツメ部分とは、典型的には、ラベル
部分を所望の基材に接着した後に、ユーザがツメ部分を容易に分離し、取り外すことを可
能にする、例えば目打ち線である脆弱分離線によって分離される。ラベルは、積層物の連
続ラベルのツメが積層物の交互の側に位置づけられるように、交互の配向に配列される。
そのようなパッドラベルは、２００８年１１月１３日に出願された米国特許仮出願第６１
／１１４２７０号に開示されている。
【００１３】
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　図１は本発明のパッドの一実施形態を示し、パッド１０は複数のラベル１２ａ、１２ｂ
、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅの積層物を備え、それぞれのラベルは、第１の主面１６及び第
２の主面１８を有するシート１４と、シート１４の第２の主面１８の全面でなく、一部分
にある接着剤層２０とを備え、それらのラベルは積層物として配置され、それぞれのラベ
ルの接着剤は、積層物の下位のシートの第１の主面と係合している。積層物の最下位のシ
ートの接着剤は、典型的には、積層物を本発明のディスペンサ（図示せず）内に設置する
ときに取り外される剥離ライナー（図示せず）と係合することになる。各シートは、シー
トをラベル部分２６とツメ部分２８とに区分する脆弱分離線２４を有する。典型的には、
分離線は、接着剤２０でコーティングされたシートの部分と、接着剤でコーティングされ
ていないシートの部分との境界とほぼ平行に位置づけられる。望まれない縁のめくれ上が
りを伴わずに、所望の基材と良好に結合する性能を確保するために、ラベル部分の底面の
全体が、例えば接着剤で確実にコーティングされるようにするために、典型的には、脆弱
分離線を接着剤コーティングの境界のすぐ内側に位置づけることが好ましい。いくつかの
実施形態では、接着剤でコーティングされたシートの部分に最高約２ミリメートルまで入
り込んだ位置に脆弱分離線を位置づけることが好適である。接着剤でコーティングされた
部分に深く入りすぎた位置に脆弱分離線を位置づけると、性能に望まれない支障をきたす
場合があり、例えば、下位のラベルからツメ部分を容易に分離しづらくなる可能性がある
。ツメ区域に深く入りすぎた位置に脆弱分離線が位置づけられ、シートのラベル部分の一
部が下に重なる接着剤なしに残されると、ラベルは望ましいやり方で基材に接着すること
ができなくなる可能性がある。当業者は、接着剤でコーティングされたシートの部分と、
そうでない部分との境界に対する脆弱分離線の好適な場所を容易に決定することができる
であろう。
【００１４】
　当業者には理解されるように、脆弱分離線は、例えば、一連の切れ目と継ぎ目とを有す
る目打ち線、シートに付けるスリットなど、任意の既知の手段によって形成することがで
きる。多くの実施形態では、分離線はほぼ直線であるが、所望により曲線にしてもよい。
典型的には、ほぼ滑らかな縁を残してシートが切り離されるように、分離線には、例えば
、目打ち線が使用される場合は微細な継ぎ目を使用すること、分離線がスリットである場
合は十分に深いスリットを使用することが望ましい。脆弱分離線は、ラベルを積層物から
所望のように取り外すことを不可能にするほどではないが、例えば折り曲げて引き裂くこ
とによって、ツメ部分をラベル部分から便利に分離できるほど脆弱でなくてはならない。
【００１５】
　本発明に使用可能なパッド型セルフスティックラベルとしては、以下の他の実施形態が
挙げられる。１つ目は、接着剤がラベルの下側のほぼ全面を覆うラベルであり、このパッ
ド積層物は、上位のラベルを下位のラベルから剥離することを促進するために、ラベルの
一端に適用された小さいライナーを更に備える。基材に適用する前にライナーを取り外す
ことにより、ラベルを基材に固く結合することができる。２つ目は、剥ぐ際には容易に剥
離されるが、次のラベルを引き上げるときは剥離し難いように、差又は勾配を与えた低接
着バックサイズ（low adhesion backsize）をそれぞれのラベルの縁に沿って適用するこ
とができる。３つ目は、それぞれのセルフスティックラベルの一端をエンボス加工して、
次の、すなわち下位のラベルからの容易な剥離を可能にすることができる。４つ目は、接
着剤上に縁に沿ってスタンドオフ又はスティルト材料をコーティングして、粘着性を弱め
ること又は剥離の量を修正することができる。
【００１６】
　本発明のラベルのシートとして使用される材料の選択は、典型的には、ラベルの使用が
意図される環境又は用途、使用される接着剤などに部分的に依存して行われることになる
。好適な材料の代表的な例としては、紙、プラスチックフィルム、金属ラミネートなどが
挙げられる。
【００１７】
　接着剤は、典型的には、例えば、適用条件下及びラベルが適用された物品の使用条件下
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での所望の接着を達成及び維持する能力、ラベルの適用の仕方（例えば、機械又は手によ
る）、シートの特徴など、ラベルの意図される用途に部分的に応じて選択される感圧性接
着剤である。
【００１８】
　ディスペンサ
　本発明の一実施形態によるラベル用ディスペンサについて、図２を参照して以下に説明
する。ディスペンサ３０は底部３２と１対の翼部３４、３６とを備え、１対の翼のそれぞ
れの１つの縁は、底部３２の２つの縁のそれぞれと接続し、互いに長手方向に対向してい
る。翼部３４、３６のその他の縁は互いに対向しており、それらの間にラベル取り出し口
３８を形成して、ほぼ平らなＣ形の形態を形成する。ディスペンサは、互いにジグザグの
配向で分離可能に接着されたラベルの積層物１０を収容する。ラベルは、取り出し口から
１枚ずつ取り出される。
【００１９】
　図２に示すように、ラベル１２ａは、そのツメ部分２８が容易に把持され得るように取
り出し口から延出している。ラベルを取り外すときは、下位のラベルのツメ部分は引かれ
て取り出し口から延出し、容易に分配される位置づけになる。
【００２０】
　本発明のディスペンサは、一片の弾性プラスチックフィルムを鋳造して、底部及び翼部
を形成することなどによって、容易に作製することができる。翼部に相当する一部分を、
底部と翼部との間の境界で弾性的に変形させて折り返して、底部の上面を部分的に覆うこ
とができる。したがって、翼部自体はほぼ円弧形に弾性的に屈曲することができ、翼部及
び底部は、それらの間の接続部で互いに弾性的に屈曲することができる。好ましくは、ポ
リ塩化ビニル、ポリエステル、ポリプロピレン、又はポリカーボネートで作製された透明
又は半透明のフィルムを、プラスチックフィルムとして使用する。具体的には、ポリ塩化
ビニルは低温で変形して容易に屈曲することができ、しかも透明度が高く安価である。底
部及び翼部が透明又は半透明であるので、プラスチックフィルムを介して積層物のラベル
の量を見ることができる。
【００２１】
　翼部を構成するプラスチックフィルムは、ラベル１０を取り出し口３８から取り出すと
きに、翼部に付加される力に対して適切な剛性を有する必要がある。必要な又は好ましい
剛性度は、ラベルの寸法、下位のラベルに対する分配されるラベルの接着強度、取り出し
口のサイズにある程度依存する。プラスチックフィルムの剛性が低すぎると、プラスチッ
クフィルムは必要な機械強度を有さず、ディスペンサは内部にラベルをしっかりと保つこ
とが困難であり、長期の使用中に、所望のようにラベルを１枚ずつ取り出すことが困難に
なる。プラスチックフィルムが厚すぎると、製造中にプラスチックフィルムを屈曲するこ
とが難しくなる可能性がある。それぞれの翼部の翼方向の両端部は、底部の上面と接続さ
れないので、翼部の弾性的変形は妨害されない。
【００２２】
　底部と翼部との間の接続部の厚さは、底部と翼部のそれぞれの厚さより好ましくは薄く
、それ故容易に屈曲し、一体式ディスペンサを形成する。好ましくは、ラベルを容易に取
り出すことができるように、弾性力を容易に制御しながらも、ディスペンサの十分な機械
的強度を有することができる。同様の理由から、両端と、翼部と底部との間の接続部の中
間部とで、カットアウトを適正に形成することができる。カットアウトの構成は特定の構
成に限定されないが、例えば、円形、四辺形、三角形であってもよい。カットアウトの形
成は、接続部、特に翼部の右及び左開口端で余分な力が作用するのを防ぎ、耐久性の向上
をもたらす。
【００２３】
　好ましくは、取り出し口３８の長さ及びラベルの構成（すなわち、ラベル部分とツメ部
分の相対的なサイズ）は、翼が最上位のシートを除くそれぞれのシートのツメ部分を完全
に越えてラベル部分のまで延出し、最上位のシートだけが取り出し口の外側に延出してい
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る構成である。この構成では、一度に１枚のラベルを効果的に分配することを効果的に達
成することができる。取り出し口の長さが大きすぎるために翼がラベルのツメ部分を越え
て延出しないと、一度に複数のラベルが分配される傾向が生じることになる。取り出し口
の長さが小さすぎるために翼がツメ部分を越えて遠くまで延出しすぎると、ラベルの容易
な取り出しが困難である。また、取り出し口の長さが小さすぎると、分配する前に最上位
のラベルのラベル部分上に書き込むことが困難である。
【００２４】
　右翼部と左翼部との間に配置された取り出し口から突出している一端によって最上位の
ラベルを引くにつれて、そのラベルは取り出し口から取り出され、パッド内の他のラベル
はディスペンサ内で動かず、２枚目の、すなわち下位のラベルのみが動かされる。下位の
、すなわち２枚目のラベルの一端は、１枚目のラベルの反対端に分離可能に接着されてい
る。１枚目のラベルが取り出されるにつれて、２枚目のラベルはほぼＵ形の形態に撓み、
一部が円弧形に弾性的に変形する。これは、２枚目のラベルの反対端が、３枚目のラベル
の一端と接着剤で接着されている、すなわち固定されているためである。１枚目のラベル
の反対端が取り出し口から取り出されると、２枚目のラベルの一端が取り出し口から突出
する。次いで、２枚目のラベルの一端を引いて２枚目のラベルを取り出し口から取り出す
につれて、もう一方の翼部が弾性的に変形する。次いで、３枚目のラベルの一端が取り出
し口から突出する。このようにして、ラベルは取り出し口から１枚ずつ順次取り出される
。
【００２５】
　底部及び翼部を形成する方法は屈曲に限定されず、それらを別個に形成してから底部と
翼部との接続部分を互いに接着剤によって接着して形成してもよく、又は接続部分を高周
波加熱によって融解してからそれらを互いに接続することによって形成してもよい。
【００２６】
　翼部は次の方法により底部と連続形成することができる。プレス機を用いて、２００μ
ｍの厚さを有する柔らかいポリ塩化ビニル製の透明フィルムを、例えば８ｃｍ×１０ｃｍ
の既定サイズの矩形に型抜きする。次いで、プレス機を用いて、フィルムを１００℃で１
～１０秒加熱しながら、型抜きしたフィルムに圧力を付加して、底部の片側の翼部を形成
する。次いで、翼部と底部との間にラベルの束を挿入する。次いで、プレス機を用いて、
底部のもう一方の側にも同様に第２の翼部を形成する。ディスペンサを形成した後に、ラ
ベルパッドを翼部と底部との間に挿入してもよい。
【００２７】
　好ましくは、それぞれの翼部は、翼部と底部との間に収容されたラベルを翼部を通して
見ることを可能にする透明な材料で作製される。
【００２８】
　好ましくは、ラベルは底部に対して実質的に移動不可能となるように固定される。
【００２９】
　好ましくは、底部及びそれぞれの翼部は、それぞれ矩形の透明プラスチックフィルムで
作製され、それぞれの翼部の１つの縁のみが底部の一端に弾性変形可能に接続され、底部
の幅及びそれぞれの翼部の幅は、それぞれのラベルの幅の少なくとも２倍の大きさであっ
てもよい。
【００３０】
　上記のように構築されると、ディスペンサは底部と、底部の各側に形成された翼部とを
備えて、ほぼ平らなＣ形の形態を形成して底部と翼部との間にラベルの積層物を収容し、
取り出し口はディスペンサの上面から突出しない。
【００３１】
　翼部は弾性変形可能であるので、ラベルが取り出し口から取り出されるとき、翼部は交
互に上方に押圧される。このようにして、ラベルを取り出し口から１枚ずつ取り出すこと
ができる。更に、ディスペンサに収容されたラベルがなくなったときは、翼を弾性的に撓
めて、新しいラベルを容易に収容することができる。すなわち、ディスペンサを繰り返し
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使用することができる。
【００３２】
　底部及び／又は翼部を透明材料又は半透明材料で作製すれば、ディスペンサに残ってい
るラベルの量を一目で認識することができる。
【００３３】
　本発明を添付図面を参照しながら好ましい実施形態について詳細に説明したが、様々な
変更及び修正が当業者に明らかであることに留意されたい。そのような変更及び修正は、
添付された「特許請求の範囲」によって定められるような本発明の範囲から逸脱しない限
り、これに含まれるものと理解すべきである。

【図１】

【図２】
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